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支援体制につながっていない群

相談機関 ・主に都道府県及び政令指定都市の精神保健福祉センターが依存症の相談拠点を担っている。
・相談機関においては、認知行動療法を用いたプログラムが実施されている。

治療機関
・各治療機関においてギャンブル障害の診断や各種の治療（認知行動療法）が実施されている。
・「標準的治療プログラム」が開発されており、当該プログラムを用いた治療は各種要件を満たせば診療報酬上
の保険適用の対象となる。

民間団体 ・様々な民間団体があるため一概に説明を行うことはできないものの、例えば自助グループでは問題を抱えた者
同士がミーティングを行い、経験や感情を語り合うことで支え合う場となっている。

支援の枠組み［イメージ図］

相談機関

民間団体

（自助G等）
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※実務的には、各機関間の紹介については一方向的な流れではなく、双方向的流れとなることが多いという。
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※ギャンブルの問題があるか
らといって、全員が依存症と
いうわけではなく、医療機関
での支援が必ず必要というわ
けではない

当事者・家族



○治療や相談、生活支援
に係る地域の指導者を
養成

○回復施設職員への研修

○情報収集、分析、発信

○普及啓発

○依存症に関する調査

依存症対策の全体像
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＊依存症の相談拠点
（精神保健福祉センター等）
○依存症相談員の配置、窓口の普及啓発
○関係機関との連携
○家族支援、治療回復プログラムの実施

自助グループ等民間団体（地域）
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全国拠点機関
（独立行政法人国立病院
機構久里浜医療センター、
NCNP）

依存症の正しい理解の普及啓発

自助グループ等民間団体
（全国規模） 相談支援・普及啓発等

相談支援・家族支援、
普及啓発等
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選定

＊依存症の専門医療機関・治療拠点機関
○依存症に係る研修を修了した医師の配置
○治療プログラムの実施
○関係機関との連携
○地域の医療機関等への研修や情報発信（拠
点）
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（参考）厚生労働省における依存症対策の全体像
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